
行政経営会議の内容 

件 名 大和市屋内こども広場条例の一部改正について 

所 管 部 こども部 

日時・場所 令和 6年 8月 30 日（金）9：20 ～ 9：35  政策会議室 

出 席 者 

市長、副市長、市長室長、政策部長、総務部長、市民経済部長、環境施設農政部長、

健康福祉部長、こども部長、文化スポーツ部長、街づくり施設部長、議会事務局長、

教育部長、消防長、ほいく課長 

提 出 理 由 
げんきっこ広場の利用料金上限額及び対象年齢を変更するため、大和市屋内 

こども広場条例を一部改正するにあたり、その内容について了承を得るため 

会議経過 

【主な意見等】 

・市外利用者の大人についての料金設定の考え方は。 

（所管部）大人料金は、市内外ともに現行と同様に、こども料金に１００円を加

えた額である。利用料金の設定単位は、こどもは２時間あたり、大人

は１日あたりとしており、こどもが長時間利用する場合でも、付き添

う大人は追加料金が生じない設定としている。 

会議結果 案のとおり、進めていく。 

 


